
 

 

令和４年度 

 

ＰＴＡ定期総会 
 

令和４年５月 14日（土） 

 

 

 

議 案 書 
 

 

 

 

 

神奈川県立綾瀬西高等学校 PTA 

 



- 1 - 

 

日程及び次第 

 定期総会 

開会 令和4年５月14日（土） 開会予定 10時  閉会予定 11時 

        成立宣言 

 次第 

        １ 開会の言葉 

 

        ２ ＰＴＡ会長挨拶 

 

        ３ 校長挨拶 

 

        ４ 議長団選出 

 

        ５ 議事 

           第 1号議案 令和３年度活動報告 

 

           第 2号議案 令和３年度会計決算報告・会計監査報告 

 

           第３号議案 令和４年度本部役員・会計監査委員選出 

 

           第４号議案 令和４年度活動計画について 

 

           第５号議案 令和４年度会計予算について 

 

 

        ６ 議長団解任 

 

        ７ その他 

           退任運営委員役員ならびに三年間務めた常任委員役員発表 

 

           令和３年度役員 退任の挨拶 

 

 

        ８ 閉会の言葉 

 

 



- 2 - 

 

第１号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度(2021年度)　ＰＴＡ年間活動報告
本　部　役　員　会 学 年 委 員 会 広 報 委 員 会 成 人 教 育 委 員 会

４月
会計監査（10）
新旧役員会、常任委員会（10） 常任委員会（10） 常任委員会（10） 常任委員会（10）

５月

本部役員会、運営・常任委員会（８）
本部打ち合わせ、定期総会（15）
県央地区協議会総会（27）［中央農業高
等学校］
交通安全担当説明会（29）［波止場会
館］

運営・常任委員会（８）
定期総会（15）

運営・常任委員会（８）
定期総会（15）

運営・常任委員会（８）
定期総会（15）

６月
交通安全指導（８～17）
高P連定期総会（12）
［パシフィコ横浜ノース］（書面開催）

交通安全指導（８～17） 交通安全指導（８～17） 交通安全指導（８～17）

７月

本部役員会、運営・常任委員会（22）
花植えボランティア（22）
交通安全運動連絡会［産業貿易センター
ビル］

運営・常任委員会（22）
花植えボランティア（22）

運営・常任委員会（22）
花植えボランティア（22）
広報誌発行＜第115号＞

運営・常任委員会（22）
花植えボランティア（22）

８月

９月

１０月
本部役員会、運営・常任委員会（22）
中間監査（31）

運営・常任委員会（22） 運営・常任委員会（22） 運営・常任委員会（22）

１１月 花植えボランティア（27） 花植えボランティア（27） 花植えボランティア（27） 花植えボランティア（27）

１２月
第59回神奈川県立高等学校ＰＴＡ連合
会大会（４）［パシフィコ横浜会議セン
ター］

広報誌発行＜第116号＞ 手作り講習会（18）

１月

本部役員会、運営・常任委員会（15）
　→中止
指名委員会（15）
　→中止

運営・常任委員会（15）
　→中止
指名委員会（15）
　→中止

運営・常任委員会（15）
　→中止
指名委員会（15）
　→中止

運営・常任委員会（15）
　→中止
指名委員会
　→中止

２月

３月 本部役員会、運営・常任委員会（12） 運営・常任委員会（12）
運営・常任委員会（12）
広報誌発行＜第117号＞

運営・常任委員会（12）

※(　)は日にち、［　］は場所です

第１号議案
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第２号議案 
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第３号議案 

推 薦 書 

ＰＴＡ規約第３章第１０条の定めるところにより、次の候補者を 

令和４年度本部役員・会計監査委員に推薦いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年５月14日 

               神奈川県立綾瀬西高等学校ＰＴＡ 

                指名委員会委員長 若菜 奈々子 

役職 候補者氏名（敬称略） 

会長 相澤 英子 

副会長 
高橋 優子 

塙 いずみ 

書記 

栁田 陽子 

池田 しずく 

 
関谷 晶子 

佐藤 果南（教職員） 

安井 芳恵（教職員） 

田村 友美（教職員） 

会計 

原田 幸子 

秋山 千鶴 

大場 元晴（教職員） 

石井 大季（教職員） 

川口 朗（教職員） 

会計監査 

小林 成美 

古谷 佑美子 

峰尾 美知子 

深谷 幸代 

鈴木 夕香理 

渡辺 由香利 

徳安 三佳 

 
菊川 あゆみ 

外部監査 
若菜 奈々子 

家 奈々江 
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【会　　　長】 相澤　英子（2年） 【会　　 計】　 原田　幸子（2年）

【副  会  長】 高橋　優子（3年） 秋山　千鶴（1年）

塙　いずみ（1年） 教職員 大場　元晴

教職員 石井　大季

【書　　　記】 栁田　陽子（3年） 教職員 川口　朗

関谷　晶子（3年） 【会計監査】 小林　成美（3年）

池田　しずく（2年） 古谷　佑美子（3年）

教職員 佐藤　果南 峰尾　美知子（3年）

教職員 安井　芳恵 深谷　幸代（3年）

教職員 田村　友美 鈴木　夕香理（2年）

渡辺　由香利（2年）

徳安　三佳（1年）

菊川　あゆみ（1年）

【外部監査】 若菜　奈々子

常任委員 　　　　◎委員長　○副委員長（敬称略）

学年委員

◎ 箕輪　彩 ○ 関根　由紀 ○ 青栁　松美 ○ 鈴木　祐佳

青木　まり子 平出　亜紀子 小松﨑　美保 小林　圭造

阿部　絹枝 大津　ゆり 亀井　博美 斉藤　真世

塩野目　りつ子 島崎　縁 西村　聡美 川又　雅之

佐藤　直美 古市　由香理 岡本　桂子

石川　智子 生方　ももこ

成人委員会

◎ 伏見　弘子 大庫　美季 岡　美和子 ○ 山﨑　義昌

○ 山崎　美恵子 篠田　由紀子 小西　美和 丸山　秀樹

波多野　麻由子 田中　利香 石間　健豊

稲森　亜矢子 望月　憲悟 熊谷　友寿

佐久間　陽子 山内　真由美

広報委員会

眞田　明香 ◎ 塩谷　さや香 諸星　直美 ○ 片桐　亮

林　美紀 ○ 富田　茜 飯村　里佳 二階　和明

金田　裕子 大矢　冴子 水上　美奈子 小川　雅史

安藤　望帆 松浦　智美 兼城　涼太

西村　つぶら 岡野　拓海

朝倉　智恵

３年　 ２年 １年 教職員

３年 ２年 １年 教職員

令和４年度　役員・会計監査委員選出

候 補 者 氏 名（敬称略）

３年 ２年 １年 教職員

本部役員・会計監査委員
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第４号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度　ＰＴＡ年間活動計画（案）

本　部　役　員　会 学 年 委 員 会 広 報 委 員 会 成 人 教 育 委 員 会

４月
入学式･ＰＴＡ紹介(６)
会計監査(16)
新旧役員会、常任委員会(16)

ＰＴＡ紹介(６)

常任委員会(16)

ＰＴＡ紹介(６)

常任委員会･学年委員会(16)

ＰＴＡ紹介(６)

常任委員会･学年委員会(16)

５月

本部役員会、運営・常任委員会(　)
定期総会(14)
第1回 県央地区総会(26)
[綾瀬西高校]

運営・常任委員会(　)
定期総会(14)

運営・常任委員会(　）
)定期総会(14)

運営・常任委員会(　)
定期総会(14)

６月
高Ｐ連 定期総会・会長研修(　)
[パシフィコ横浜 ノース]
朝の交通安全運動(　)

朝の交通安全運動(　) 朝の交通安全運動(　)
朝の交通安全運動(　)
社会見学(　)※コロナの状況で変更あり

７月

第68回 高Ｐ連関東地区 (　）
 [　　大会]
高Ｐ連　研修大会（　）
［　　　　　］
本部役員会、運営・常任委員会(　)
花植えボランティア(　)
生徒会とのランチミーティング（ ）

第68回 高Ｐ連関東地区 (　)
 [　　大会]
高Ｐ連　研修大会(）
［　　　　］
運営・常任委員会(　)
花植えボランティア(　)

第68回 高Ｐ連関東地区 (　)
 [　　大会]
高Ｐ連　研修大会（　）
［　　　　　］
運営・常任委員会（　)
花植えボランティア(　)
広報誌発行<第118号>

第68回 高Ｐ連関東地区 （　)
 [　　大会]
高Ｐ連　研修大会（　）
［　　　　　］
運営・常任委員会(　)
花植えボランティア（　)

８月
第71回 全国高Ｐ連(　)［　　大会］
本部役員会、運営・常任委員会(　)

第71回 全国高Ｐ連（　)［　　大会］
運営・常任委員会(　)

第71回 全国高Ｐ連(　)［　　大会］
運営・常任委員会(　)

第71回 全国高Ｐ連（　)［　　大会］
運営・常任委員会(　)

９月
青綾祭協力(２，３)
青綾祭閉会式表彰(６)
第２回 県央地区総会(17） [綾瀬西高校]

青綾祭協力(２，３)
青綾祭協力(２，３)
青綾祭閉会式表彰写真撮影(６)

青綾祭協力(２，３)

中間監査(　)

本部役員会、運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　)

花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　)

高Ｐ連 県央大会(12)
［海老名市文化会館］

高Ｐ連 県央大会(12)
［海老名市文化会館］

高Ｐ連 県央大会（12)
［海老名市文化会館］

高Ｐ連 県央大会(12)
［海老名市文化会館］

１１月

陸上競技大会協力(８)
陸上競技大会（予備日）協力(　)
親善スポーツ大会協力(　)
朝の交通安全運動(　)
「ｽﾄｯﾌﾟ･ｻﾞ･交通事故」県央大会(７)
[海老名市文化会館］
防災学習（　）

陸上競技大会協力(８)
陸上競技大会（予備日）協力(　)
親善スポーツ大会協力(　)
朝の交通安全運動(　)
「ｽﾄｯﾌﾟ･ｻﾞ･交通事故」県央大会(７)
[海老名市文化会館］

陸上競技大会協力（８)
陸上競技大会（予備日）協力(　)
親善スポーツ大会協力(　)
朝の交通安全運動(　)
「ｽﾄｯﾌﾟ･ｻﾞ･交通事故」県央大会(７)
[海老名市文化会館］

陸上競技大会協力(８）
陸上競技大会（予備日）協力(　)
親善スポーツ大会協力(　)
朝の交通安全運動(　)
「ｽﾄｯﾌﾟ･ｻﾞ･交通事故」県央大会(７)
[海老名市文化会館］

第60回 高Ｐ連 県大会(　)
［パシフィコ横浜　会議センター］
生徒会とのランチミーティング( )

第60回 高Ｐ連 県大会(　)
［パシフィコ横浜　会議センター］
生徒会とのランチミーティング( ）

第60回 高Ｐ連 県大会(　)
［パシフィコ横浜　会議センター］

第60回 高Ｐ連 県大会(　)
［パシフィコ横浜　会議センター］

花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　) 花植えボランティア(　)

広報誌発行<第119号> 手作り講習会( )

本部役員会、運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　)

２月

卒業式（２） 卒業式（２） 卒業式（２） 卒業式（２）

合格者説明会(13) 合格者説明会(13) 合格者説明会(１３) 合格者説明会(13)

本部役員会、運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　) 運営・常任委員会(　)

スポーツ大会協力(20、22) 広報誌発行<第120号>

※(　)は日にち、［　］は場所が未定です

３月

１０月

１２月

１月
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第５号議案 
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神奈川県立綾瀬西高等学校ＰＴＡ規約 

 

第１章   総  則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、神奈川県立綾瀬西高等学校ＰＴＡと称し、事務所を学校内に置く。 

（目 的） 

第２条 本会は学校における教育目的の達成に協力し、生徒の心身の健全な発達と福祉の増進を

助け、あわせて、会員相互の親睦・融和をはかることを目的とする。 

（方 針） 

第３条 本会は、教育の振興を本旨とする民主的団体として、次の方針に従って活動する。 

（１） 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体と協力する。 

（２） 営利的、宗教的、政治的活動をしない。 

（３） 他のいかなる団体、または機関の支配や干渉を受けない。 

（４） 学校の管理運営、人事に干渉しない。 

（会 員） 

第４条 本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校の教職員とする。 

 

第２章   会  計 

（会 計） 

第５条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

第６条 会費は、通常会費及び特別会費とする。通常会費の額及び特別会費の種類、額等につい

ては別に定める。 

第７条 会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第３章   役  員 

（役 員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

   （１）会 長      １名（保護者） 

   （２）副会長      ２名（保護者） 

   （３）書 記      ４名以上（保護者２名、職員２名） 

   （４）会 計      ４名以上（保護者２名、職員２名） 

（役員の任務） 

第９条  役員の任務は、次のとおりとする。 

   （１）会長は本会を代表し、会務を総括し、総会、役員会及び運営委員会を招集する。 

   （２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を

代行する。 

   （３）書記は、本会各会議の議事を記録し、事務を総括処理する。 

   （４）会計は、本会の会計事務を処理する。 

（役員の選任） 

第10条  役員は、指名委員会の推薦により総会で選任する。 

（役員の任期） 

第11条  役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

第12条  補欠（または増員）による役員の任期は、前任者（または現任者）の残存期間とする。 
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第４章  会 計 監 査     

（会計監査） 

第13条  本会に会計監査を原則として６名（保護者）と外部監査２名を置き、当該年度の会計を監

査し、その結果を総会で報告する。  

（１）新入生から会計監査を２名、持ち上がり学年から各２名、外部監査として２名を置く。 

第14条  会計監査の選任及び任期は、役員と同様とする。 

 

第５章  機  関 

（機 関） 

第15条  本会に次の機関を置く。 

   （１）総 会  ア、通常総会  イ、臨時総会 

   （２）役員会  （３）運営委員会  

（組 織） 

第16条  総会は全会員をもって組織する。 

第17条  役員会は、役員、校長、副校長、教頭をもって組織する。 

第18条  運営委員会は、役員会及び各常任委員会の正副委員長をもって組織する。 

（総 会） 

第 19条  総会は、本会の最高決議機関であり、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決

する。 

（１） 事業計画及び事業報告の承認に関すること。 

（２） 予算及び決算の承認に関すること。 

（３） その他、この会の運営に関すること。 

（役員会） 

第20条  役員会は、運営委員会の内部機関として、会務処理に応じて開くことができる。 

（運営委員会） 

第21条  運営委員会は、次の事項を審議する。 

（１） 各常任委員会の連絡調整。（２）総会に付議すべきこと。 

（２） その他、この会の運営に関すること。 

（招集） 

第 22条  通常総会は、毎年年度の初めに、臨時総会は運営委員会が認めたとき、または、会員の

３分の１以上の請求があったときに、会長が招集する。 

第23条  運営委員会は、毎学期１回及び会長が必要と認めたとき、会長が招集する。 

（定足数） 

第 24条  総会、役員会及び運営委員会にあっては、それぞれ２分の１以上が出席しなければ、そ

の議事を開き議決することはできない。 

第 25条  会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

（委任状） 

第26条  総会に出席できない会員は、委任状で出席に代えることができる。 

 

第６章  常任委員会・特別委員会 

（常任委員会） 

第27条  本会に常任委員会として、次の各委員会を置く。 

   （１）成人教育委員会 （２）広報委員会 （３）学年委員会  

第28条  運営委員会の承認を得て、前項の他に新たに常任委員会を設けることができる。 

（特別委員会） 

第29条  本会には特別の目的を執行するために、必要に応じて特別委員会を設けることができる。 
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第７章  会則の改定 

（会則の改定） 

第30条  本会の会則は、総会において３分の２以上の同意により改正することができる。 

 

第８章  補  足 

（細  則） 

第31条  この会の施行について必要な事項は、細則として運営委員会が定める。 

（細則の制定及び改廃） 

第 32条  運営委員会は、細則を制定及び改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければ

ならない。 

（慶弔規定） 

第33条  会員等の慶弔については、別に定める。 

付   則 

施行期日  1983（昭和58）年４月５日 

改正期日  2005（平成17）年４月１日 

改正期日  2008（平成20）年４月１日 

改正期日  2010（平成22）年４月１日 

改正期日  2012（平成24）年４月１日 

改正期日  2013（平成25）年１月19日 

改正期日  2017（平成29）年５月20日 

改正期日  2019（平成30）年５月18日 

 

細    則 

（目 的） 

第１条  この細則は、会則 31条の規定に基づき、本会の運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（指名委員会） 

第２条  指名委員会の委員は、その運営委員会ならびに教職員から選出された若干名をもって構成

する。 

   ２．正副委員長は、委員の互選により選出する。 

   ３．指名委員会は、次年度役員候補者を選考し、被選考者の同意を得て総会前にその氏名を発

表する。 

   ４．本会の会員のうちで、役員に立候補を希望する者は、あらかじめ指名委員会に申し出るも

のとする。 

   ５．指名委員会は１月に発足し、その任務が終了したときに解散する。       

（常任委員会の構成・任期） 

第３条 常任委員会の構成、任期は次のとおりとする。 

   ２．各委員会の委員の数は、各学年若干名とする。 

   ３．各委員会の正副委員長は、委員の互選に基づいて、会長が委嘱する。 

    ただし、副委員長のうち１名は、教職員とする。 

   ４．各委員会の正副委員長及び委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

   ５．各委員の招集は各委員長が行う。 

（常任委員の任務） 

第４条  各常任委員の任務は次のとおりとする。 

   ２．成人教育委員会は、会員の教養の向上と、会員相互の親睦を図る。 

   ３．広報委員会は、会員相互の連携を密にし、本会事業の周知徹底を図る。 

   ４．学年委員会は、各学年の事業の立案実施にあたり、また、各学年の連絡調整を図る。 
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（特別委員会） 

第５条  特別委員会は、運営委員会が必要と認めたときに置く。 

   ２．特別委員会の委員は、運営委員会の推薦により、また、正副委員長の互選に基づいて、と

もに会長が委嘱する。 

   ３．特別委員会は、特別な事項について調査研究を行う。 

   ４．特別委員会の任期は、その任務の終了までとする。 

   ５．特別委員会の招集は、委員長が行う。 

   ６．委員の数はその都度定める。 

 

（会 費） 

第６条 本会の会費の額は総会で定める。 

   ２．ＰＴＡ会費については、兄弟・姉妹が在籍している場合一家庭とみなし、徴収する。 

    ３．学年の中途において入学し、退学し、または転出する者については、月額にその在学しな

い月の数を乗じて得た額を免除する。 

   

（内 規） 

第７条 役員及びその他の諸委員会は、本会の会則及び細則に反しない限り、運営委員会の承認

を経て、それぞれ内規を定めることができる。 

 

（細則の改定） 

第８条 この細則は、運営委員会において、３分の２以上の同意により改正することができる。 

 

（各種大会・参加規程） 

第９条   大会・会議の参加費・交通費・宿泊費等は実費支給とする。 

手配はＰＴＡ学校書記が行う。食事代は学校職員の規定に準ずる。 

 

（各種会議・運営規定） 

第10条  規約第15条における機関の会議費は、実費を支給する。 

２．会員の交通費及び出張旅費の支払いについては、次のとおりに定める。 

（１）徒歩・自転車は、一律500円を支給する。 

（２）公共交通機関を利用した場合は、実費を支給する。 

（３）自家用車を利用する場合は、１ｋｍあたり15円を乗じて10円未満を切り上げ 

た金額を支給する。ただし、往復33ｋｍ未満は一律500円を支給する。 

 

（ボランティア） 

第11条  各委員会が開催する行事にボランティアとして参加した場合は、活動費として一律500 

円を支給する。 
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    (付) 慶 弔 規 定              2020（令和２）年５月16日より改定適用 

項   目 基   準 備     考 

 

 

 

 

慶 

 

 

 

 

弔 

 

 

 

 

規 

 

 

 

 

定 

 

 

 

会員(保護者)の死去 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

 

香 典  

5,000円 

 (学校・ＰＴＡ連名) 

・香典はＰＴＡより5,000円 

 

参列はＰＴＡ代表として、副会

長とする。 

 

本部・委員会委員 

退任時の記念品 

・２年間以上 2,000円 相当 

 運営委員はそれに1,000円 

 相当を加える 

ただし、各年３回以上出席のこ

と。 

お見舞い 

 

天災等による被害 

3,000円 

 

結婚  

 

 

 

 

Ｔ 

 

 

結婚   5,000円 

 

 

父母・配偶者・子の死去 香典   5,000円 

 

・香典は学校名、ＰＴＡを併記す

る。 

本人の死去 香典   5,000円   

お見舞い 

 

天災、長期療養 

(15日以上)3,000円 

 

教職員の転任・退職 在任３年まで 3,000 円。それ以降

は１年につき1,000円を加える。 

１年未満も１年とみなす。 

ただし、5,000円を限度とする。 

 

 

    （付）第６条関係     2021（令和３）年５月15日より改定適用 

区 分 名 称 対 象 者 金 額 

通常会費 ＰＴＡ会費 会員１名につき 月額250円 

特別会費 特別教育振興費 生徒１名につき 一時金2,000円 

教育振興費 生徒１名につき 月額450円 

生徒会費 生徒１名につき 月額400円 

図書費 生徒１名につき 月額200円 
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令和３年度記念品贈呈者名簿 

●ＰＴＡ常任委員でご尽力された方（敬称略）に３月の常任委員会にて 

記念品を贈りました。ここに記録し発表いたします。 

 

 氏名 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

１ 若菜
わかな

 奈々子
な な こ

 書記 副会長 会長 

２ 家
はまいえ

 奈々
な な

江
え

 会計 会計 会計 

３ 山本
やまもと

 久仁子
く に こ

 学年副委員長 学年委員 学年委員長 

４ 森本
もりもと

 千鶴子
ち づ こ

 学年委員 学年副委員長 学年副委員長 

５ 永井
ながい

 美由紀
み ゆ き

 学年委員 学年副委員長 学年副委員長 

６ 井澤
いざわ

 静
しず

恵
え

 学年副委員長 学年委員 学年委員 

７ 鈴木
すずき

 美香
み か

 学年委員 学年委員長 学年委員 

８ 田中
たなか

 真由美
ま ゆ み

 成人委員 成人副委員長 成人委員長 

９ 家
いえ

住
ずみ

 千
ち

裕
ひろ

 成人委員 成人副委員長 成人副委員長 

10 岩田
いわた

 美香
み か

 成人委員 成人委員 成人委員 

11 小島
こじま

 真璃
ま り

瑛
え

 成人委員 成人委員 成人委員 

12 野口
のぐち

 真
ま

利
り

江
え

 広報委員 広報委員長 広報委員 

13 岩本
いわもと

 千
ち

穂
ほ

 広報委員 広報副委員 広報委員 

14 宮沢
みやざわ

 直子
なおこ

 広報委員 広報副委員 広報委員 

15 
丸岡
まるおか

 裕子
ゆうこ

 広報委員 広報委員 広報委員 

 


